
市町村の防災判断を支援する気象警報の充実

政策の効果等

評価の目的

大雨警報など気象警報は、大雨等によって重大な災害が起こるおそれのあるときに発表して警
戒を呼びかけるものである。平成22年５月から、市町村の防災担当者や住民が警戒の対象と
なっていることを明確に認識することができるようにするため、市町村名を明示した気象警報の発
表を開始した。開始後約１年が経過し、大雨警報等の利活用状況や国民の認知度等が明らかに
なってきている。これらから、これまでの取り組み状況を評価することにより、市町村等の防災活
動等を今後より一層支援するための防災気象情報の充実に係る方策を考察する。

評価の目的

市町村の防災判断を支援するため、気象庁が関係省庁、自治体や報道機関の協力を得つつ
取り組んできた下記事項について、レビューを実施。
①情報の分かり易さや内容の高度化
②自治体等への伝達手段の拡充
③自治体や国民への周知・広報

評価の視点

③自治体や国民 の周知 広報

評価結果

 自治体等防災機関からは分かりやすくなった、防災対応をとりやすくなったとの評価（市町村の9割）
 大雨警報に警戒が必要な災害を示すことで、警戒すべき災害の種類がわかるのでよいとの評価（8割）
 気象警報は、避難勧告発令の判断に参考となっているとの評価（「参考にした」市町村が9割）

①情報の分かり易さや内容の高度化

 情報にもとづく防災対応の地域防災計画への記載が不十分（「定めていない」市町村が4割）、また、情報
が想定する防災対応と地域防災計画への記載が必ずしも一致しない市町村がある

 合併により広域化した市域に対して避難勧告等の地域をしぼるための情報についての要望
 記録的な大雨となる段階で状況の切迫性が十分に伝わっていないこと等に課題（平成23年台風第12号）

 すべての自治体に確実に伝達されている
 都道府県の防災情報システム（市町村の9

②自治体等への伝達手段の拡充 気象警報・注意報の変更の評価

 都道府県の防災情報システム（市町村の9
割が利用）や、気象庁の防災情報提供シ
ステム（同9割）により詳細な内容を取得

 5kmメッシュごとの土砂災害の危険度など
詳細な情報はさらに活用促進が必要

 携帯電話など多様なメディアによる情報提
供への要望／高齢者など弱者への配慮
への要望

気象警報・注意報が発表されたことを知るための手段

 災害時の気象状況の解説などの取組みを、
自治体の9割以上が満足と捉えている

 一般住民の8割が防災気象情報を避難の
際に参考としている。（市町村毎の警報の
発表について認知度は27％）

③自治体や国民への周知・広報



●合併により広域化した市町村等
から対象地域を判断するため
のよりきめの細かい情報への

主な課題 今後の対応方針

●市町村内の土砂災害や洪水の
危険度を表したメッシュ情報の
活用の促進のよりきめの細かい情報への

要望がある。

●5kmメッシュごとの土砂災害の
危険度など詳細な情報はさらに
活用促進の余地が見られる。

活用の促進

●自治体等防災機関からは分か
りやすくなったとの評価だが、
地域防災計画への記載が不十
分 また 情報が想定する防災

●重大な災害をもたらす記録的な
大雨等の現象が発生もしくは予
想される場合に、より的確に自

分、また、情報が想定する防災
対応と地域防災計画への記載
が必ずしも一致しない（警報で
自主避難等）という状況となっ
ている。

治体及び住民に伝わるよう改
善

●住民の防災行動の観点から情
報の体系を検証し、防災行動
の各段階により適合した防災

●記録的な大雨となる段階で状
況の切迫性が十分に伝わって
いない（平成23年台風第12号）
との課題も明らかとなった。

気象情報となるよう改善

●一般住民の8割が防災気象情
報を避難の際に参考としている
が、市町村毎の警報の発表に
ついての認知度は27％に留

●災害時の円滑な防災活動に備
えるため、防災機関、一般住民
を含めた社会全体における理
解、普及の促進

まっており、防災気象情報への
知識の啓発が必要となっている。


